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 令和 6年度 第 3回松戸市環境審議会 

（会議録） 

 

【開催日時】  令和 7年 1月 29日(水) 午前 10時から 

【開催場所】  松戸市役所 新館 7階 大会議室 

【次  第】  第 3回松戸市環境審議会 

        ＊開会 

        ＊議事 

     （1）松戸市地球温暖化対策実行計画の進行管理について(第

十次報告) 

              （2）（仮称）松戸市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及 

び災害の発生の防止に関する条例（素案）について 

                 （3）第３次生活排水対策推進計画（案）について（諮問） 

（4）脱炭素専門部会からの進捗報告 

        ＊その他 

＊閉会  

【出 席 者】  [委員] 

・山田 千香子 委員 

・松田 茂一 委員 

・梅木  清  委 員 

・中村 美枝子 委員 

・奥  真美  委 員 

・竹内 公一 委員 

・湯浅  康弘 委員 

・近藤  善信 委員 

・松菱 則嗣 委員 

・木ノ村 正浩 委員 

・藤田  隆  委 員 

・坂口 一枝 委員 

・秋山 和敏 委員 

・高橋 輝昌 委員 

・岡田 真弓 委員 

・角田 辰弘 委員 

・岩倉 三好 委員 ※欠席 
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         [松戸市職員(事務局)] 

       ・瀬谷  眞一  (環境政策課長） 

       ・奈良場  健   (ゼロカーボンシティ推進担当室長) 
       ・松本  優子  (環境政策課課長補佐） 

       ・松戸  孝雄  (ゼロカーボンシティ推進担当室主幹） 

       ・中村  修一  (ゼロカーボンシティ推進担当室主査） 

       ・舟橋  琢磨 （ゼロカーボンシティ推進担当室主任主事） 

       ・辻   敦   （環境政策課主任主事） 

       ・増田  暢彦 （廃棄物対策課長） 

・細野  善二郎（廃棄物対策課課長補佐） 

       ・山﨑  悠也  (廃棄物対策課主事) 

       ・金子   実    (環境保全課課長) 

       ・本多   力    (環境保全課主幹) 

・吉本  大介  （環境保全課主査） 

         

【傍聴者】   なし 

 

司会  ただいまから、「令和６年度第３回松戸市環境審議会」を始めさせて

いただきます。 

 本日、進行を務めさせていただきます松戸市環境政策課の松本と申

します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速でございますが、本日配布した資料の確認をさせて

いただきます。資料につきましては 

 ・次第 

・座席表  

・資料１ 松戸市環境審議会名簿 

 ・資料２ 松戸市環境審議会条例 

・資料３ 松戸市地球温暖化対策実行計画の進行管理について 

(第十次報告) 

 ・資料４ （仮称）松戸市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び

災害の発生の防止に関する条例（案）の骨子に関するパ

ブリックコメントにおいて提出された意見と市の考えの

方向性について 
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 ・資料５ （仮称）松戸市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び

災害の発生の防止に関する条例（案）の概要 

・資料６ 第３次生活排水対策推進計画（案）について（諮問） 

     ３２ページです。前の条例案の最終が３０ページで、 

１ページ分ページが不足していますが、間違いではござ

いません。ご了承願ください。 

・資料７ 脱炭素専門部会 進捗報告 

 以上となります。資料の過不足等ございますでしょうか。 

それでは、ここからは、松戸市環境審議会条例第８条第１項に基づ

き、議事進行を山田会長にお願いしたいと思います。 

山田会長、よろしくお願いいたします。 

山田会長 皆様おはようございます。それではよろしくお願いします。ここか

らは、私が議事進行をさせていただきます。本日配られました次第に

沿って進めさせていただきます。 

議題に入る前に、本日の議事（１）松戸市地球温暖化対策実行計画

の進行管理について（第十次報告）につきましては、地球温暖化対策

部会に付託した案件であることから、本日、梅木部会長から部会にお

ける審議結果の報告を受け、それをもとに答申としてよいか本会で審

議するものです。そのため、本日は、当該部会に属する臨時委員の方々

もご出席いただいております。 

それでは、本日の委員及び臨時委員の出席状況について、事務局か

ら報告をお願いします。 

司会 本日は、１名の方から欠席するとの連絡をいただいておりますので、

出席は計１６名となります。よって、松戸市環境審議会条例第８条第

２項に基づき、委員の過半数の出席により本会議が成立することを報

告いたします。なお、改めまして、地球温暖化対策部会の委員の皆さ

まが初めてでございますので紹介をさせていただきます。 

部会長になります、梅木委員。 

中村委員。 

臨時委員となります千葉大学大学院園芸学研究院教授 高橋委員。 

東京電力パワーグリッド株式会社東葛支社支社長代理 岡田委員。 

京葉ガス株式会社 東葛支社お客さまサービスグループマネージャ

ー  角田委員。 
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以上でございます。 

山田会長 ありがとうございました。改めまして、よろしくお願いいたします。 

続きまして、本審議会は、松戸市環境審議会の組織及び運営に関す

る規則第３条第１項の規定により、公開となっておりますが、今回傍

聴希望者はいらっしゃいますか。 

事務局 傍聴希望者はおりませんでしたので、ご報告いたします。 

山田会長 それでは議事の方に入らせていただきます。 

議事（１）「松戸市地球温暖化対策実行計画の進行管理について（第

十次報告）」につきまして、地球温暖化対策部会、梅木部会長よりご報

告をお願いいたします。 

梅木部会長 松戸市地球温暖化対策部会長の梅木でございます。よろしくお願い

致します。 

資料３の「松戸市地球温暖化対策実行計画の進行管理について（第

十次報告）」をご覧ください。 

松戸市環境審議会会長宛て、松戸市環境審議会地球温暖化対策部会

長より、松戸市地球温暖化対策実行計画の進行管理についてのご報告

をさせていただきます。 

松戸市地球温暖化対策実行計画の進行管理につきましては、令和５

年３月９日付け「松戸市地球温暖化対策実行計画の進行管理について

（答申）」に基づき毎年評価を実施しているところです。 

この度、令和７年１月２２日の第１２回松戸市環境審議会地球温暖化

対策部会における審議を経て、最新の進捗状況が取りまとまりました

ので、別紙の通り報告します。 

報告の内容につきましては７ページの「松戸市地球温暖化対策実行

計画」(区域施策編)の進行状況について」をご覧ください。 

区域施策編は、【松戸市の二酸化炭素排出量の推移】、【松戸市域の電

力量から算出した温室効果ガス排出量】、【市の取組としての補助事業

の累計数】を勘案して進行管理するものとしております。 

「松戸市地球温暖化対策実行計画」(区域施策編)では、松戸市全域

から排出される温室効果ガスを削減するため、中期目標年度を２０３

０年度とし、温室効果ガス排出量を２０１３年度比４６％以上削減す

ることを目標としております。 

温室効果ガス排出量につきましては、「２ 松戸市内の温室効果ガス

排出量等の状況」の図-１「松戸市の二酸化炭素の排出量の推移」に

示しているとおり、最新年度の２０２１年度値は２，１３９[千 t-CO2]

であり、基準年度の２０１３年から約１９．９％の排出量の減少とな
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っております。前年度である２０２０年度値と比較すると排出量は増

加しており、全体としては削減が進んでいるものの、鈍化していると

言えます。 

８ページに行きまして、松戸市域の電力量から算出した温室効果ガ

ス排出量を示しております。２０２１年度と比較すると全体的に減少

しているものの、２０２２年度との比較では、どの部門においてもお

おむね横ばいとなっております。 

９ページには、市の取組の実績として、省エネルギー設備の導入促

進を目的とした補助事業の累積交付件数によって示しております。そ

れぞれの補助事業の２０１６年度からの２０２３年度までの累計交

付実績は、ゼロエネルギー住宅の導入に対する補助事業が１３９件、

省エネルギー診断による設備改修に対する補助事業が４８件、電気自

動車の導入に対する補助事業は、２８７件の交付実績があります。 

区域施策編の進行管理の説明は以上となります。 

山田会長 ありがとうございました。ただいま、区域施策編について説明があ

りましたが、何かご意見、ご質問はございますか。 

 

ありがとうございました。質問が無いようですので、続きまして、

松戸市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の進行状況について、

梅木部会長よりご報告をお願いいたします。 

梅木部会長 それでは事務事業編の進行状況について報告いたします。 

資料の１０ページご覧ください。「松戸市地球温暖化対策実行計画

(事務事業編)の進行状況について」の資料になっております。 

事務事業編では、２０３０年度に温室効果ガス排出量を２０１３年

度比３３％以上削減することを目標として、取り組みを進めることと

しております。 

市役所の事務及び事業から排出される温室効果ガスにつきまして、

図-１に示したとおり、２０２３年度は３０，５３１t-CO2排出してお

り、基準年度である２０１３年度から１４％削減になっておりました。 

次の１１ページの表-１に施設類型別の温室効果ガス排出量の推移

を示しておりますが、２０２３年度は行政サービス施設で排出量が増

加しております。要因として、２０２２年度においては本庁舎の電力

供給が排出係数の小さな電気事業者と契約しておりましたが、２０２

３年度は排出係数の標準的な電気事業者との契約になったことによっ

てこの増加が生じております。 

次の１２ページに行きまして、図-６ご覧ください。全国平均の排出
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係数の推移、市で契約した電気事業者の平均排出係数を表しておりま

す。松戸市における排出係数は、全国平均と比較しても良好な推移を

示していますが、２０３０年度の目標値である０．２５kg-CO2には届

いておりません。 

１３ページでは、図-７に公用車の電動化率を示しております。２０

２３年度現在、公用車３７８台のうち、電気自動車は８台、ハイブリ

ッド車は１９台、燃料電池自動車は１台であり、電動化率は昨年度の

５．０％から７．４％へと増加しました。 

最後に総評としまして、２０２３年度は、全体で３０．５３１t-CO2

排出しており、２０１３年度から１４％削減しておりました。２０２

０年度、２０２１年度と比較すると全体の排出量は増加しております。

引き続き、環境配慮契約の推進や機器の更新を行う際に省エネ製品を

選択する等の、温室効果ガスの削減に資する取組みの強化を図ること

が必要です。 

事務事業編の説明は以上となります。 

山田会長 ありがとうございました。ただいま説明がありましたが、何かご意

見ご質問はございますか。奥委員お願いします。 

奥委員 １１ページの表-１の中にあります事業系施設の環境施設という表

記がございますが、環境施設には何が入るのかを確認させていただけ

ればと思います。基準年に比べるとかなり減っていますので、半減以

上ですよね。確認をさせてください。 

山田会長 それでは担当、質疑応答につきましてはゼロカーボンシティ推進担

当室、よろしくお願いします。 

環境政策課ゼ

ロカーボンシテ

ィ推進担当室 

環境施設に関しましては、和名ヶ谷クリーンセンターや東部クリー

ンセンター、リサイクルセンターなどが含まれております。２０１３

年度との比較となりますと、当時クリーンセンターという施設が稼働

しておりましたのですけれども、現在は稼働しておりませんので、そ

の分大きく排出量が減っているという事になっております。 

山田会長 奥委員いかがでしょうか。 

奥委員 はい、ありがとうございます。先ほどおっしゃった２か所クリーン

センターあって、プラスリサイクルセンターとおっしゃいましたけれ

ども、そのうちのクリーンセンターが今稼働していないという事です

か。 

環境政策課ゼ 追加になるのですが、元々松戸市に焼却するクリーンセンター二つ
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ロカーボンシテ

ィ推進担当室 

ありまして、し尿を処分する東部クリーンセンターと、全部で３つあ

ります。高柳クリーンセンターが令和２年の３月で稼働停止しており

まして、その分の CO2が削減した形になっております。 

山田会長 はい、ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。奥委員

からのご意見等いただきました。 

そうしますとここの報告はおおむね妥当なものとして、本日いただ

きました先ほどのご意見を踏まえて私にご一任いただき事務局と調整

したうえで市長あての答申にしたいと考えておりますが、いかがでし

ょうか。 

 

はい、ありがとうございます。それでは本件につきましてご異議な

しと認めていただいて。それでは事務局から答申の鏡文の提示を願い

ます。 

事務局 （鑑文配布） 

 

それでは鏡文を読み上げさせていただきます。 

令和７年１月付、松戸市環境審議会会長、山田千香子より松戸市長

本郷谷健次宛てで答申でございます。松戸市地球温暖化対策実行計画

の進行管理について第十次答申。松戸市地球温暖化対策実行計画の進

行管理につきましては令和５年３月９日付け松戸市地球温暖化実行計

画の進行管理について答申に基づき毎年評価を実施しているところで

す。この度第１２回松戸市環境審議会地球温暖化対策部会における調

査検討を経て、別添のとおり第十次報告が取りまとまりました。この

ことについて令和６年度第三回松戸市環境審議会における審議の結

果、これを採用することが適当であるとの結論を得ましたので答申し

ます。 

以上となります。 

山田会長 ありがとうございました。 

それでは本件につきましては、先の報告とこの鏡文をもって答申と

いたします。以上で議事の、松戸市地球温暖化対策実行計画の進行管

理について、第十次報告の審議を終了します。 

ここで臨時委員の皆様はご退室ください。ありがとうございました。 

臨時委員 （退室） 

山田会長 続きまして、議事（２）（仮称）松戸市土砂等の埋立て等による土壌
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の汚染及び災害の発生の防止に関する条例（素案）についてですが、

資料４、条例（案）の骨子に関するパブリックコメントにおいて提出

された意見と市の考えの方向性について、担当課から報告願います。 

廃棄物対策課 廃棄物対策課の細野ですよろしくお願いします。 

それでは説明させていただきます。前回１０月２８日の第２回松戸

市環境審議会において皆様に諮問させていただきましたがその後１２

月１０日から１月１０日の期間において、条例案の骨子に関してパブ

リックコメントを実施させていただきました。１５ページをご覧くだ

さい。意見提出者２名、そのうち１名は個人、１名は団体代表者から

の提出となっております。挙げられた件数は８件でございました。資

料４にあげられた意見を記載させていただいております。なお、回答

につきましては公表日が２月２１日の３月定例会招集日と定められて

おりますことから、今回は市の考え方の方向性を記載させていただい

ております。よろしくお願いいたします。 

山田会長 ありがとうございました。 

ただいま報告のありましたパブリックコメントについて、ご意見、

ご質問等ございますでしょうか。少しお目通しいただく時間が必要か

と思います。少しお時間とってお読みください。 

いかがでしょうか。もし無い様であれば、次に、資料５（仮称）松

戸市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関す

る条例（案）の概要について、担当課から説明をお願いします。 

廃棄物対策課 引き続きご説明させていただきます。 

１６ページ以降ご覧ください。このパブリックコメントの結果や、

前回の審議会における委員の皆様のご意見等を踏まえたうえで、素案

の見直しなどを行いまして、概要及び条例案とさせていただいており

ます。なお、別紙資料５－１におきまして、条例案の概要をまとめさ

せていただいておりますので、こちらでご説明させていただきます。 

まず、条例案制定の背景でございますが、前回もご説明させていた

だいておりますが、建設工事により発生した土砂が他の地域に搬出さ

れ、土砂の流出、崩壊、土壌汚染などを引き起こすことが問題となり、

千葉県では平成９年に「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及

び災害の発生の防止に関する条例」を制定し、３，０００㎡以上の面

積の土砂等の埋立て等について規制を開始しました。これに伴い、３，

０００㎡未満の埋立て等に関しましては、県内の多くの自治体が条例

を制定し規制をしておりますが、これまで本市独自の条例制定には至
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っておりませんでした。しかしながら、市内におきましても複数個所

において土砂の堆積等が見受けられるようになってきていることもあ

りますことから、今後さらに他の地域から土砂等が持ち込まれ、土壌

汚染等につながることがないよう、他自治体の規制を勘案し、必要な

規制を行うこととしたものであります。 

また、令和５年度に「宅地造成及び特定盛土等規制法」が施行され、

災害発生防止のため、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制

することとなり、松戸市全域が千葉県によって宅地造成等工事規制区

域に指定される見込みとなっており、令和７年５月２６日に規制が開

始される予定でありますが、同法では、土壌汚染の防止についての規

定がなく、水質検査の義務付けもないことから、同法による規制と併

せ、それを補完し、生活環境を保全するため、条例案を制定するもの

でございます。 

次に、条例案の概要でございます。 

第１章総則は第１条から第５条まででございますが、まず第１条で

本条例案制定の目的をうたっております。目的といたしましては、土

砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するた

め必要な規制を行うことにより、市民の生活の安全を確保し、もって

市民の生活環境を保全することを目的とする。としております。次に

第２条では本条例案における定義を掲げております。第３条では事業

者の責務を掲げております。第４条では土地所有者の責務、第５条で

は市の責務を掲げております。 

第２章土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準は第６条の

みでございますが、土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準

は、環境基本法に規定する土壌の汚染に係る環境基準に準じて、規則

で定める。としております。この安全基準に関しましては、今後制定

いたします規則におきまして、カドミウムや全シアン、有機リン、鉛

等の３０項目について基準を定めることとしております。 

第３章不適正な土砂等の埋立て等の禁止は第７条及び第８条で規定

しております。こちらでは安全基準及び構造基準について定めさせて

いただいております。 

第４章特定事業の規制は第９条から第３３条となっております。第

９条では、特定事業の許可に関しまして規定させていただいておりま

す。第１０条では、許可をするものに関しましては、許可を申請しよ

うとする事業者に関しましてはその前に事前協議が必要となるという

規定を定めさせていただいております。 
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第５章特定事業に係る土地所有者の義務は第３４条のみでございま

すが、土地所有者は、特定事業に関する同意をしようとするときは、

その同意に係る特定事業が完了した後の土地の利用計画を踏まえて許

可申請に関する事項を確認しなければならない、としております。 

第６章雑則は第３５条から第４０条まででございますが、第３８条

において手数料を定めさせていただいております。新規の許可申請は

５０，０００円としております。 

第７章罰則は第４１条から第４４条でございますが、各規定への違

反について、それぞれ罰則を規定しております。第４１条では、１年

以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金とするもので、こちらに関し

ましては、安全基準や構造基準に関する改善命令違反、無許可での特

定事業の実施などが該当いたします。第４２条では、５０万円以下の

罰金、第４３条では３０万円以下の罰金、第４４条では両罰規定を規

制させていただいております。なお、条例案の施行予定日は令和７年

７月１日を予定しております。これは罰則の周知期間を設ける必要が

あることからでございます。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

山田会長 はい、ありがとうございました。只今の条例案の改訂について、ま

た条例案につきましてご意見ご質問等ございますでしょうか。 

奥委員 ありがとうございます。 

条例の１２条についてなんですけれど、１２条の中に当該特定事業

の施工の妨げになる権利を有する者と言う表現が出てくるのですけれ

ども、これがいかなる者を想定しているのかという所を確認させてい

ただきたいというのが一点です。特定事業の区域に隣接した土地に何

らかの構造物を占有若しくは所有している者とかですね、そういった

ことを想定されるのかなと思いますが、そこをどういう風に明確化し

ていくのか、規則の方に委ねるのか、そのあたりを確認させていただ

きたいというのが１点で、２点目は同じ状況の中で同意を得なければ

ならない、これは土地所有者に、また施工の妨げになる権利を有する

者、これらについては同意を得るというということですけれども、近

隣の周辺住民については説明をして承諾を得るという風に表現されて

います。同意と承諾の違いですね。ここをどのように整理するのか、

承諾を得たものをどうやって確認しているのかといったことも含めて

ですけれども、こちらも規則の方で明確になるのか、といったところ

もあわせて確認させていただきたいと思います。以上です。 

山田会長 はい、ありがとうございました。今、奥委員から２点出ております。
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特定事業者のこと、同意と承諾の違いは何か。こちら担当からよろし

くお願いします。 

廃棄物対策課 回答させていただきます。規則で定めさせていただいているのです

が、施工の妨げになる権利を有する者につきましては、特定事業区域

内の土地について、地上権、永小作権、質権または賃借権を有するも

のとさせていただいております。併せまして周辺の住民の承諾に関し

ましては、周辺住民承諾書及び世帯数調査書というものを提出してい

ただいて、確認させていただくものとしております。以上になります。 

山田会長 はい、ありがとうございました。奥委員お願いいたします。 

奥委員 今日資料としていただいているのは条例案のみで、規則がついてい

なかったので、詳細はそちらで規定されているという事で、はい、理

解いたしました。施工の妨げとなる者は特定事業区域内に何らかの権

利を有する者ということなんですね。所有者以外で。 

廃棄物対策課 はい、そうです。 

山田会長 はい、ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。 

 

はいそれでは今、奥委員から２点ほど出していただきました。その

点を踏まえまして、この条例案、そこを検討していただいたうえで、

この条例案は概ね妥当なものとして、本日いただきましたご意見も踏

まえて、私にご一任いただき、事務局と調整したうえで、市長あての

答申にしたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。 

 

はい、ありがとうございます。それでは同意をいただいたという事

で、ご異議なしと認めます。それでは事務局から、答申案の提示をお

願いします。 

事務局 （答申案配布） 

 

それでは答申案を読み上げさせていただきます。 

令和７年１月付け 松戸市環境審議会、会長山田千香子より松戸市

長本郷谷健次へ答申です。 

（仮称）松戸市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生

の防止に関する条例（素案）について（答申）。 

 令和６年１０月１１日付け松環廃第１７５号にて諮問があった「（仮

称）松戸市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止

に関する条例（素案）」について、別紙のとおり答申します。 
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松戸市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に

関する条例は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を

未然に防止するため必要な規制を行うことにより、市民の生活の安全

を確保し、もって市民の生活環境を保全することを目的としています。 

 今回審議した条例（素案）においては、土砂等の埋立て等に関して、

各主体の責務を明らかにしつつ、土砂等の安全基準や構造上の基準を

設定し、一定規模以上の土砂等の埋立て等を行う場合の市長による許

可制度等、適切な制度の構築が図られていることから、その内容につ

いては妥当であると思料されます。 

 本条例の制定により、土壌汚染の防止と市民の生活環境の保全につ

ながることを期待します。 

以上となります。 

山田会長 ありがとうございました。ただいま事務局から、答申（案）があり

ましたが、何かご意見等はありますでしょうか。 

はい、秋山委員お願いします。 

秋山委員 前のことで恐縮なんですけれど、前回の審議会の時に、１７ページ

の第２条（３）と（４）のところで、言葉の定義がおかしいんじゃな

いかという発言をしたと思うんですけど、これは水濁法とは違って市

が条例として決めたことだからこれでいいという風な判断を、この審

議会でやったという事でよろしいのですね、という確認です。何が言

いたいかというと特に（４）のところの水濁法で言うと特定事業所と

いうのは、その特定事業の区域の中にあるものであって、法案される

ものなんですよ。これ逆に言葉の定義がなっているのと、特定事業所

というのは特定事業区域および特定事業に供する施設が存する区域を

言う。という定義になっているのですね。これは市の条例だから、こ

れに決めたという事であればいいと思うのですけども、ただ、国語的

にそれの区域をいう事を事業所という表現で表すのはどうかなという

風に前回疑問を呈したところなのですが。それに対して皆さん、これ

でいいと思われているのかです。以上です。 

山田会長 秋山委員、ありがとうございました。  

先ほど奥委員からは特定事業者という事で、やはり関連したところ
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で、今回は特定事業所というところでしょうか、それについての定義、

いかがでしょうか。 

廃棄物対策課 回答させていただきます。 

法律によってそれぞれ定義というのが異なりますので、今回我々が

制定させていただきます条例に関しましては、特定事業区域に関しま

しては特定事業に供する区域、特定事業所につきましては特定事業区

域及び特定事業に供する施設が供する区域を含める形で定義させてい

ただいております。よろしくお願いいたします。 

山田会長 秋山委員、いかがでしょうか。 

秋山委員 言葉、日本語、用語としての定義を言われてるんですけど、事業所

という説明に対して、最後何とか区域とか何とか区域を言うというの

が日本語としておかしいんじゃないかという、今の担当の方の説明は 

よくわかるのですけども、普通こういう言い方しないなと、特に水濁

法なんかでやってた時なんかは、当然その場所は特定事業所といって、

その場を含めて全体を区域という表現をする、その大きさがちょっと

まとめ方が逆じゃないかなというのが僕の感覚なんですけども、皆さ

んが違和感を持たれないのであれば、このままでいいんじゃないかと

いうところです。 

山田会長 はい、ありがとうございました。因みにこの条例関係は松戸市だけ

でなく、先行地域、いろんな場所があると思いますので、そこで使用

されているのはどの様に使っているか参考までに教えていただけませ

んでしょうか。 

廃棄物対策課 会長がおっしゃった通りなんですが、千葉県等先行市町村ですね、

同じような使い方をさせていただいております。以上です。 

山田会長 はい、ありがとうございました。いかがでしょうか、松戸市だけで

はなく、一応先行事例等を参考にした上だという事なんですが。 

秋山委員 その話は事前に聞きましたけれども、ただ国語的におかしいなとい

うところは、ここで直しておいてもいいんじゃないかなと言うのが自

分の意見です。 

山田会長 はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。所というのと区
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域、日本語的におかしいという指摘です。区域というのが広さを表し

ていまして、所というのが特定の場所という、狭いという、ただここ

の資料の例は逆になっているというご指摘ですね。 

すみません、あの、松戸市の姿勢としてはいかがでしょうか。踏襲

するという形でしょうか。先行事例を。 

廃棄物対策課 先行している条例との整合性を図りたいと考えておりますので、市

としてはこのまま行かせていただきたいと考えております。 

山田会長 はいわかりました、ありがとうございます。秋山委員いかがでしょ

うか。 

秋山委員 はい、結構です。 

山田会長 秋山委員に納得とまではいかないかもしれませんが、了承得ました

ので、これで参りたいと存じます。ありがとうございました。 

それでは、只今事務局から答申をいただいて、いろいろ議論も踏ま

えました。それでは修正はないという事で、この答申案に対してこの

まま市長宛に答申をして参りたいと思いますがよろしいでしょうか。 

委員一同 （異議なし） 

山田会長 それでは同意を得たと考えまして、以上で、議事の（仮称）松戸市

土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条

例（素案）についての審議を終了します。 

続きまして、議事（３）第３次生活排水対策推進計画（案）につい

て、松戸市長から環境審議会会長宛に諮問がございました。資料６に

なります。事務局よりお願いいたします。 

事務局 それでは諮問文を読み上げさせていただきます。資料６になります。 

令和６年１２月１０日付松環保１４１９号をもちまして、松戸市長本

郷谷健次より松戸市環境審議会会長宛の諮問でございます。第３次生

活排水対策推進計画（案）について（諮問）。 

このことについて、松戸市環境審議会条例（松戸市条例第１３号）

第２条第１項第２号の規定により、別紙のとおり諮問します。 

別紙。１諮問理由。本計画案は水質汚濁防止法第１４条の８の規定

により千葉県から松戸市が生活排水対策重点地域に指定されたことを

受け、同法第１４条の９の規定により生活排水対策重点地域における
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生活排水対策の実施を推進するための計画を策定するものです。 

法定の計画であり、松戸市内河川の水質及び生活排水処理施設の整

備など、市内の水環境の目標を設定するものであることから、環境審

議会でご意見をいただきたく審議をお願いするものです。 

２検討項目。目指すべき水環境。生活排水対策の実施の推進に関す

る基本的方針。生活排水処理施設の整備に関する事項。生活排水対策

に係る啓発に関する事項。その他の生活排水対策の実施に関し必要な

事項。 

以上となります。 

山田会長 はい、ありがとうございました。 

事務局より諮問文の読み上げがありました、第３次生活排水対策推

進計画（案）について、担当課から説明をお願いします。 

環境保全課 よろしくお願いします。環境保全課の吉本と申します。 

３４ページですね。この計画は平成３年３月３０日に水質汚濁防止

法第１４条の８の規定により千葉県より下水道処理区域を除く松戸市

全域が「生活排水対策重点地域」の指定を受けたことにより、現在の

水質汚濁防止法第１４条の９第１項の規定に基づき生活排水対策の実

施を推進する計画を策定するものです。 

 これまで、松戸市では平成４年度から平成２３年度を計画期間とす

る「生活排水対策推進計画」を策定し、平成２３年度から令和２年度

を計画期間とする「第２次生活排水対策推進計画」を策定してまいり

ました。 

 今回は、令和２年度末をもって計画期間が終了した生活排水対策推

進計画で令和１３年度までの、「（第３次）生活排水対策推進計画」を

策定するものです。 

 それでは第３次生活排水対策推進計画（案）について、順次説明い

たします。 

 まず、３４ページ、１「生活排水対策重点地域の指定」は先述のと

おりです。２「計画期間」につきましては本計画の策定時点から令和

１３年度となります。第２次計画が令和２年度末をもって終了したこ

とから、計画の策定をもって開始といたします。 

 次に、３「本計画の対象」は、下水道処理区域を除く市内全域の生

活雑排水となります。 

 ３５ページ、４「市内の公共用水域の水質の現状」につきまして、

３６ページ、３７ページ記載の図のとおりとなりますが、水質の代表

的な指標であるＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）は重点地域の指定の
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あった平成２年度では環境基準である１０mg/Lを上回り、坂川では２

３mg/L、新坂川３０mg/L、国分川２６mg/Lでしたが、直近の令和５年

度は、坂川２．１mg/L、新坂川３．３mg/L、国分川６．７mg/Lと環境

基準を達成しています。 

 なお、平成２５年に環境省から「水質目標」及び「施設整備目標」

の２点を重点地域の解除条件として示されました。第２次計画は水質

目標が達成されており、施設も水質改善のものであるため施設整備目

標も当然に達成されていると解釈し、施設整備は推計値の記載としま

した。しかし第２次計画終了時の千葉県との協議では、第２次計画で

は施設整備が推計値のみの記載であり目標とは出来ないとのことで解

除が見送られ、第３次計画策定が必要となりました。 

 次に３７ページ、「生活雑排水処理の現況」についてです。生活雑排

水とは、台所、トイレ、風呂などの生活排水のうち、し尿を除いた排

水です。下水道への接続や合併処理浄化槽で処理される場合は生活雑

排水が処理されることとなりますが、単独処理浄化槽や汲み取り便槽

の場合は生活雑排水が未処理のまま公共用水域に放流されることとな

ります。この生活雑排水の処理は、平成２年度で人口４５５，０８８

人のうち２１４，８０４人の処理に留まり人口割合にして４７．２％

でしたが、令和５年度では人口４９８．８９３人に対し４８４．８６

３人の処理となり９７．２％まで向上しています。 

 続きまして６「全計画の事後評価」。（１）重点地域の事後評価につ

きまして、第２次計画策定時点の平成２５年度の水質はＢＯＤで坂川

３．５ mg/L、新坂川３．３mg/L、国分川９．０mg/Lであり、環境基準

を達成している状態で計画が始まり、前述のとおり令和５年度におい

ても環境基準を達成、この間に環境基準の超過はなかったため市内河

川は安定的に環境基準を満たす結果となっています。 

続きまして３８ページ（２）生活排水処理施設の整備について、公

共用水域の水質は前述のとおり環境基準を達成しているため、下水道

事業の進捗を生活排水処理施設の整備と位置づけ施策を推進してまい

りました。 

 続きまして、７「本市における生活排水対策に関連する計画等」に

つきましては、記載のとおりで、松戸市総合計画、松戸市環境基本計

画を上位計画としています。 

 ４０ページ、８「本市に関係する生活排水対策に関連する計画等」

につきましては、坂川流域は江戸川・坂川清流ルネッサンス連絡会、

国分川流域では真間川流域水循環系再生行動計画があります。坂川流
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域と国分川流域を併せた東京湾流域では東京湾総量削減計画、松戸市

全体では松戸市汚水処理適正構想があります。 

 ４１ページ、９「目指すべき水環境」につきましては、坂川、国分

川の流域ごとに記載しております。 

 １０「生活排水対策の実施の推進に関する基本的事項」につきまし

ては、７の関連する計画で申しあげたとおり、江戸川・坂川清流ルネ

ッサンス連絡会及び真間川流域水循環系再生行動計画の枠組みに委ね

ることとしました。４２ページ、（３）重点地域の目標水質につきまし

ては、表２のとおり環境基準であるＢＯＤ１０mg/Lとします。 

 １１「生活排水処理施設の整備に関する事項」につきましては、（１）

に下水道に係ることを記載しております。これにより、４４ページ下

部に記載する表３－４目標年度（令和１３年度）処理形態別構成比を

推計します。 

 ４５ページに移り（２）生活排水処理施設の整備に関する目標とな

ります。生活雑排水を処理する人口の比率である生活雑排水水洗化処

理率を用い、令和５年度末の９７．２％を目標年次である令和１３年

度に９７．９％を目標とします。 

 （３）河川の直接浄化対策は記載のとおりです。 

 ４６ページ、１２「生活排水対策に係る啓発に関する事項」につき

ましては、広報紙の活用、ホームページ等での情報提供により啓発し

てまいります。 

 １３「その他の生活排水対策の実施の推進に関し必要な事項」につ

きましては、下水道処理区域内になりますが（１）公共下水道への接

続促進、４７ページに浄化槽の適正な維持管理等に関することを記載

させていただきました。 

 議案として提起させていただいた内容は以上となりますが、審議会

に先立ちまして事前に委員の皆様にご説明させていただき、いただい

たご意見等をふまえて答申案に向けた方向性について説明いたしま

す。 

 追加の資料をご覧ください。 

まず、本計画の対象となる生活排水対策重点地域の地図がなかった

ため、別紙のとおり地図を付け加えることを検討しています。これを

答申案に向け、見やすいように加工したいと考えています。 

 次に、４０ページ各計画文末、４１ページ「坂川河川網」、「真間川

流域」などのわかりにくい表現をわかりやすく見直し検討予定として

います。 
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 ４２ページ（３）「重点地域の目標水質」で、目指すべき水環境に向

けて追記を検討できればと考えています。 

 また、すでに水質が改善している中、第２次計画から見て第３次計

画独自の取り組みが必要とのことで、別紙のとおり１２「生活排水対

策に係る啓発に関する事項」と１３「その他の生活排水対策の実施の

推進に関し必要な事項」にそれぞれ新規の取り組みを付け加えること

検討しています。 

 また、１４として「環境省、千葉県からの通知」も追記も検討して

います。 

 以上、環境審議会での審議をよろしくお願いいたします。 

山田会長 ありがとうございました。 

ただいま説明のありました、第３次生活排水対策推進計画（案）に

ついて、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 

大変数値として非常に良い数値が出ておりまして、浄化されていて、

解除まで申し出ていたけれども推定値なのでもう少しという事で、県

の方からは留め置きされたようですが、全体的に非常に改善に向かっ

ているものだとは思います。 

はい、秋山委員お願いします。 

秋山委員 先ほど、これから色々直していく部分説明してもらったんで非常に

有難いんですけれども、基本的にこれもさっきの土壌汚染法と同じな

んですけれども、他所の市と横並びにするという考え方で作られてい

るんじゃないかなという風に思っているんですね。今の時代に合って

いない部分が土壌汚染法のところ以上に大きいなと思っています。そ

れは先ほど説明された、現在の推定値であるとかと言う説明をしてま

すけれど、あれは本当に苦し紛れで、推定値でもなんでもなく既にデ

ータいっぱい出てます。それが今のＢＯＤ１０mg/Lていうものが全く

対応していないという事実があるんですけれども、それなのにこの横

並びで目標ＢＯＤ１０mg/Lと書いてあるのが、非常に違和感があるん

ですね。これは他の委員さんに事情説明した時も同じことを言われた

という風になっておりまして、他に色々と違和感があるのは、前の生

活排水対策の推進計画案、私も知っていますけれどもそれと同じ文言

なんですよ。特に引っかかるのが、今の３４ページの１の重点地域の
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指定のかっこで囲まれている部分ですね。これ、例えば一般の人が見

て引っかかるのは、三行目、生活排水対策の実施を推進する緊急性が

高いと認められますと書いてありますよね、こういうのも生活排水が

占める割合が大きいから緊急性が高いという風な定義はどうなのかな

と。他のなんですか、市がやる本来の行政がやる業務に対して十分満

たされているものを更にやるのかと、その説明がこれでは足らないん

じゃないかなと。だから例えば、８割あったらＯＫですよと言うのを

９割、更に１０割に近い状態で完璧にしようとしてるんですよという

風に読み取れるんですよね、これだけだと。これは昔の文章なんです

よ。これはあちこち各市町村で作られている文章なんですが、これは

現在に合わなくて、よりきれいにするという説明で言えば、こういう

生活排水の占める割合が大きく、三行目のところですけど、そのあと

に放流先の水環境改善に寄与するためというか、そういう言葉を継ぎ

足しているところもあります。ようするに目的は何かというと、皆さ

んが不便に感じているわけではなくて、皆さんが排水しているものに

ついて整備はしていきますけれども、それによっての効果ってものは

河川に十分貢献するんですよと、河川はなにが貢献するのかと言った

ら、水の中に住んでいる水生生物が新しい今までいたのがまたよみが

えってくるんですよと、そういう説明が生活排水推進計画の中に最近

は盛り込まれているのが多いんですね、これは旧態依然とした他のと

ころと踏襲されている文章だなと思います。だからこれはこのままに

するのか、さっきの土壌汚染の話じゃあないですけど、他所と同じよ

うにするということであればそれはそれでいいかなと思います。仕方

がないと思うんですけれど。あと３５ページの市内の公共用水域の水

質の現状、ここも最初の文章なんですけども、事前説明の時も言った

んですが、松戸市内のおもな河川は何があるんですかというのを、先

ずは最初にうたった方がいいんじゃないかと思ってるんですね。それ

で図１－１のとおりですと。要するに言いたいのは松戸市内の主な河

川は、の後に、坂川水系及び真間川水系の国分川からなりますという
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言葉を継ぎ足した方がわかりいいんじゃないかなと。ここから以下は

その話を持っていきますよというのが最初にイントロであった方がわ

かりいいと思うんです。特にいきなり真間川流域っていうのが出てく

るんで、国分川っていうのはあくまでも真間川流域の上流なんですよ

という事を、ここに説明を入れた方がいいと思うんですよね。それと、

４０ページの、先程ちょっと説明されたんですかね、４０ページの「松

戸市環境基本計画」を策定しますと書いてあるんですが、これは逆で、

策定しましたが正しいと思います。というのは、松戸市環境基本計画

というのは令和４年に作りましたんで過去形なんですよ。だからこれ

はもう策定しましたと、その上でやっていきますよと言う説明になる

んじゃないかと。それとちょっとくどいようになるんですけど、４０

ページのウの下の二段、浄化槽から発生する汚泥や非水洗化世帯のし

尿についてはという風に書いているんですけれど、目的は非水洗化地

域を改善していくわけですから、言葉を付け足すならば非水洗化世帯

については合併浄化槽を推奨しますが、それも困難な地域のし尿処理

についてはコレコレというふうに、もう少し丁寧に書いた方がいいん

じゃないかなと。次の４１ページのところは先ほど説明してもらいま

したんでいいんですけども、９の目指すべき水環境、これは坂川流域、

真間川流域、ここで出てくるんで、真間川流域というのはどこのこと

と言うと、一番最後に４７ページの図に入れてもらったんですが、そ

の前にかっこして国分川のことを言っているんですよと言うのを、真

間川流域の後ろに国分川と入れるか、ちょっとここも一工夫いるんじ

ゃないかなと。４１ページ、１０の（２）の真間川流域というのも同

じで、国分川とどこかに入れたほうがいいんじゃないかなと思います。

それと４２ページの表２の目標のところですけど、これいきなりこう

あっても、わかりにくいんで、水環境改善水質目標みたいなのを間に

入れてはどうかなと、それは水生生物も生息可能な水質とかいう風な

暫定的な目標でもいいから、それを入れてあげたほうが、この極端に

差があるものをそのまま置いておくのはどうかなという風に感じまし
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た。 

すみません、長々。以上です。 

山田会長 秋山委員、ありがとうございました。 

大変貴重な意見をいただいたと思います。つまり先ほどの条例に関

するものは、松戸市は初めて取り入れるわけですね。ですから先行条

例等の、それに右に倣えというのも失礼ですが、そうしたことで先ず

スタートするのもやむを得ないところかと思います。ただ今回のこち

らの案件については、先ほど途中で出ましたけれども、その解除を県

の方に申し出をするというレベルまでも達しているということなんで

すね。努力して非常に松戸市の場合はある意味先行地域になっている

と思います。いろんな努力のもと、その数値もそれを証明しているわ

けなんですけども、そうしたことを右に倣えで今までどおりというの

はいかがなものかな、というところであろうと思います。日本全国な

んですけれど、環境に対しても全部違うわけですね。右に倣えだけじ

ゃとおらない。独自のものを出していく。その環境にあった、ただ基

本線だけは押さえなくてはいけませんけれども、松戸市に関わる環境

を踏まえた中で、独自の路線を出していってもいいのではかなと私も

感じます。おそらく秋山委員はそういった事をおっしゃりたかったん

じゃないかなと思って聞かせていただきました。 

いかがでしょうか。よろしくお願いします。 

環境保全課 回答します。貴重なご意見ありがとうございました。答申に向けて

こちらの諮問案の改善できるところは、お話のとおり改善させていた

だいて、できる限りいい方向にもっていければいいかなと思っていま

す。よろしくお願いします。 

山田会長 はい、ありがとうございました。松戸市は本当に積極的に積み重ね

て取り組んでこられてますので、そうした成果が今回お示しいただい

た表とか数値に表れています。その数値を見れば大体わかるわけなん

ですけども、その数値をさておいて、右に倣えの今までどおりの文章、

文言を使っているというのは、やはりおかしいところかなと思います
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ので、そのあたりの見直し、こちらの案の、本文の方、そうしたとこ

ろをもう少し手を入れていただけたらと思います。 

他の委員の皆様いかがでしょうか。 

近藤委員 よろしいですか。４５ページの表の３－６なんですが、浄化施設の

設置というところで、１から８まで段がございますけども、４番の二

ツ木の浄化施設以外がすべて休止中になっておるんですけれど、これ

は休止という解釈なんですか。どのような理由で休止という事と、再

開の見込みがあるのかという事も含めて教えていただきたいんです

が。 

 山田会長 はい、お願いします。 

環境保全課 環境保全課、本多と申します。浄化施設につきましては、先ほど説

明させていただいたとおり、平成の初期、平成の１０年代まで環境基

準を達成できないような状態につきましては、やはり水を浄化しなく

てはならないという事で、河川の水を直接取り込んで浄化して戻すと

いう施設を設置してまいりましたが、各浄化施設の流入水において、

もう既に環境基準を達成しているというような状況がございましたの

で、順次休止というような形で進めてまいりました。残る二ツ木浄化

施設につきましても、周辺の水質については概ね改善に向かっていま

すので清流ルネッサンス連絡会のメンバーと今後話を進めながら、運

用について検討してまいりたいと考えております。 

山田会長 はい、ありがとうございます。近藤委員いかがでしょうか。 

近藤委員 はい、わかりました。 

私は坂川の方で長いこと、清流ルネッサンスに参加させて頂いてる

んですが、この浄化施設があった時と今止まっている状態で明らかに

水質が違っているんですね、一度良くなったものがまた悪くなってる

って、環境基準的には合致しているのでいいという風に判断されての

ことでしょうが、せっかくある設備が使えないという事で、更に上を

目指してもいいんじゃないかという風に思いますけどね。周りの住民

の方も私も含めて、たくさんの方に元の水質が戻らないかという事で

書面もいただいているんですが、もう一度またご検討いただけたらと



23 
 

思います。以上です。 

山田会長 はい、ありがとうございました。水質を毎日ご覧になっている方の

説得力ある発言だと思いますので、この辺りのところの見直しもよろ

しくお願いいたします。 

他にいかがでしょうか。 

 

ありがとうございました。いろいろご意見賜りました。そうしまし

たらこの説明がありました、第３次生活排水対策推進計画（案）につ

いてたくさんのご意見をいただきました。 

概ね妥当なものと考えてよろしいんじゃないかと思うんですけれど

も、ただ、細部に当たっては見直しをちょっとお願いしたいと思いま

す。本日いただきましたご意見及び事務局からの事前説明の際に出さ

れたご意見も踏まえて、担当課にて計画（案）を修正し、事務局から

共有させていただきたいと思います。  

修正した計画（案）につきましては、私にご一任いただき、事務局

と調整した上で、次回の審議会において、市長宛の答申（案）をお示

ししたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

委員一同 異議なし。 

山田会長 はい、ありがとうございます。以上で議事の「第３次生活排水対策

推進計画（案）について」の審議を終了します。 

それでは、本日の議事の最後になります。脱炭素専門部会からの進

捗報告について、報告をお願いいたします 

環境政策課 環境政策課 松本です。 

まず、脱炭素専門部会についての説明をさせていただきます。脱炭

素専門部会は、令和６年７月２４日に開催された松戸市環境審議会に

おいて諮問された脱炭素政策の検討について審議するため設置された

ものです。 

会議については第１回を令和６年９月２６日に開催し、令和７年１

月７日まで計５回審議を行い、令和７年度も継続して審議を行う予定

でございます。 

審議内容は環境審議会から諮問を受けた、「再生可能エネルギー等促

進制度の導入」、「再生可能エネルギー利用促進区域の設定」、「公共施

設における脱炭素化の促進」を中心にその他松戸市の脱炭素に繋がる

政策について専門家を集めて議論を行っております。 

なお、これらの検討内容については前年の令和５年度に、松戸市の
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今後の脱炭素政策の方向性を定める為に設置した松戸市脱炭素有識者

会議において、取り組みの検討を進めていく事とされた事項となって

おります。 

それでは、実際の進捗状況につきまして、脱炭素専門部会の奥部会

長から、報告をお願いいたします。 

奥委員 それでは部会長を務めさせていただいております私、奥のほうから

報告をさせていただきます。ただいま事務局からご説明がありました

ように、令和７年度においても引き続き検討していくという事になっ

ておりますので、今回は中間の報告という形になります。資料７、一

枚目をご覧ください。 

資料①の１「太陽光発電設備の導入促進条例の検討」という項目が

ございます。まずこちらについてご説明いたします。住宅や事業所等、

建物の上に設置する太陽光発電設備の設置の義務化について、その対

象や必要となる設置基準量の計算等、それらを検討するにあたりまし

ては、他市の先行事例を参考としながら松戸市での具体的な適用方法

について検討し整理しましたものがそちらの内容、案として表に示さ

れているものになります。 

太陽光発電の設備の標準化については、東京都は非常に有名ですけ

れど、川崎市等においても先行して実施されております。主に大規模

建築物を設置する者や住宅メーカーに太陽光発電の設置を義務付ける

制度が他自治体でも導入されているところです。 

太陽光発電の普及については、国により２０３０年度の段階で新築

住宅の６割に太陽光発電設備が導入されていること、という目標設定

しているということも踏まえまして、市の建築部門等と連携し、松戸

市における新築住宅の建築の状況や施工している住宅メーカーなどに

ついても状況、現状を把握したうえで、制度の網掛けを何処までにす

るか検討を行いました。その１のところ表の①特定建築物を対象とす

る制度というところにおきましては市内の延床面積２，０００㎡以上

の特定建築物を建築する建築主というところで線引きをしてはという

ところで案を示しております。 

制度②の方は中小規模の建築物を対象とする制度という事で、対象

者のところにその規模要件等を示させていただいておりますが、いま

現状でこのような整理をしております。いずれにしましてもこの制度

化にまるあたりましては条例の制定を必要とするという事になってま

いります。先行する自治体の制度や条例を参考に松戸市でも制度の適

用の要件という事を実際には最終的に条例に落とし込んでいく内容に
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ついては検討し整理をしたということになります。ただですね、最近

になりまして国交省の方で、太陽光の導入促進制度、内容的に非常に

重複することになります、新築住宅、太陽光発電設備など導入に係る

制度の見直しの検討が始まりまして、それが始められるという事がわ

かりまして、国の方の制度ですと、住宅トップランナー制度を見直し

て更に再エネ導入を推進していこうということで制度の見直しがなさ

れているという事でございます。そうしますと、こちらで検討してき

ました松戸市の制度とかなり対象がかぶる部分が出てくるであろうと

いう事が想定されるところですので、その国の方の検討状況も見なが

ら更に松戸市の脱炭素保護条例に落とし込んでいくこの太陽光発電設

備の導入促進の内容がこれでいいのかどうかについて引き続き国の動

向を見ながら、また先行自治体の動向を見ながら継続して検討してい

こうという整理にしております。現段階で一応整理したのがこちらに

なります。 

それから、トップランナー制度の改定につきましては、今ご覧いた

だいている資料７、１ページ左下に概要が書いてございますが、こち

らとかなり重なってくる部分があるという事なので、引き続き検討し

てまいります。 

右側になりまして資料①の３「再生可能エネルギー利用促進区域の

設定」という所ですが、こちらは建築物省エネ法と言われている法律

に基づいて促進区域を指定し指定促進計画を策定していくということ

ですけれども、こちらは促進区域に指定されたエリアにおきましては、

住宅などの敷地内にソーラーカーポートを設置するですとか、それか

ら屋上に太陽光発電設備を導入するといった際に、従来でありました

ら建築基準法上の建築制限を受けていたためにそれが出来なかったと

ころにつきましても、促進区域内であれば建築基準の緩和措置が講じ

られて、再エネ導入設備の導入が可能になるという制度でございます。

促進区域の設定につきましても、今後その促進計画を策定していくと

共に条例を制定しまして、建築士の説明義務についても条例の中に規

定していくという事で、部会の中で検討を行いました内容が、こちら

に整理されているようなところであります。 

右下の４のところにまいりますが、「公共施設における脱炭素化の促

進」については、市役所自身の省エネの基本方針として、省エネだけ

ではありませんけれど、グリーン購入、環境配慮型の物品やサービス

の購入も含まれていますが、それらを対象とした「松戸市グリーン購

入等に係る基本方針」というものを既に松戸市では持っております。
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この中に、新たに建築物に係る契約に関する脱炭素化に対する事項を

追加して今後の公共施設の整備等にあたっては、脱炭素化に資するよ

うな方向で施設整備を行っていくという方針を、グリーン購入等に係

る基本方針に盛り込んでいこうという事でたたき台を整理したものに

なっております。松戸市のグリーン購入等に係る基本方針は、これを

設定しているグリーン購入ですとか、環境配慮契約の方針に準じて松

戸市の方で策定している、松戸市役所向けの指針という事になってお

ります。主に各施設における車両の調達、それから電力の購入契約な

どに関しては環境に配慮すべき基準というものを定めていたところで

すけれど、今回公共施設の新設や増築、そして維持管理に関しても松

戸市の基本方針の中に盛り込んでいこうということで検討してきたと

ころでございます。そのたたき台をこのように整理しているという内

容になります。 

二枚目の②、進捗報告②というところをご覧ください。こちらにつ

きましては、来年度松戸市の地球温暖化対策実行計画の見直しを予定

しているということをうけまして、改定のポイントとなる内容につい

て検討を行って、先ず頭出しをしたというような位置づけの資料にな

っております。１のところの「２０５０年の CO2排出量実質ゼロに向

けた脱炭素シナリオの検討」という事で、２０５０年はゼロカーボン

を目指す。そこに向けての道のりを、いくつか推定シナリオというも

のを示しております。 

２のところにつきましては「改定計画における再エネ導入目標の検

討」ということで、こちらも実際の松戸市における再エネ導入ポテン

シャルを踏まえまして数字の積み上げを行ってみたというものになっ

ております。 

３「地球温暖化対策実行計画に係る削減目標等の検討」ということ

で、計画の期間、目標、２０３０年４６％削減という、これはすでに

持っているところですけど、今後２０３５年、２０４０年に向けてど

ういった目標設定をしていくのかは今後の検討を要する事項として挙

げさせていただいております。４のところが実行計画の中に盛り込ん

でいくことを検討してはどうかというキーワードですとか、柱という

ものを頭出しという事で整理させていただいているところになりま

す。非常に内容としてはかなり盛り沢山で短い時間で先行説明させて

いただきましたが、中々詳細までご理解いただくのは難しいかも知れ

ませんが、来年度も継続審議と、継続して審議していくということに

なっておりますので、また検討が進捗して、その内容につきましては
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本審議会にご報告をしながら進めてまいりたいと考えております。以

上、雑駁ではございますが報告となります。 

山田会長 奥委員、ありがとうございました。国の方の動向も踏まえたうえで

進めないといけないところですが、今後継続的に目標をもって掲げて

いくということになります。 

ただいま、脱炭素専門部会からの進捗報告がありましたが、質問等

ございますか。 

藤田委員 ４８ページの国における制度の見直しの文言の中に、重複しない対

象建築物が一部あるためというのは、つまり漏れるものがありますよ

という意味合いなのか、例えば１のところにある松戸市脱炭素条例の

内容案の中に対象者が掲載されていますが、そこからも漏れるものが

あるのかなという心配をしたので、その辺の説明がもし可能であれば

お願いします。 

山田会長 いかがでしょうか。 

環境政策課ゼ

ロカーボンシテ

ィ推進担当室 

環境政策課の松戸です。今藤田委員からご質問いただいたところで

すが、上のところは条例で定める、我々が検討した中で、事業者、住

宅もすべて含めた政策になってまして、オールカバーしていると、こ

れは今条例で検討している内容で、下のところも国における制度の見

直しのところなんですが、住宅オンリーになっておりまして事業所と

かマンション系は除かれて、ただ、かなり大規模な建築物というのが

どれほどあるのかというのがありまして、漏れる部分は確かにありま

すけれど、そのためだけに条例を定めるのかというところもあって検

討の内容になっております、おっしゃったとおり、漏れる部分は下の

国の制度はわずかながらあると思います。以上です。 

山田会長 はい、ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

藤田委員 はい。 

山田会長 ありがとうございました。 

脱炭素専門部会からの報告は、以上となります。 

本日の議事につきましては以上となりますが、その他として事務局

から何かありますか。 

事務局 次回の審議会の予定です。次回は、３月下旬に、本日ご審議いただ

きました「第３次生活排水対策推進計画（案）について」の答申（案）

を予定しております。事前に本日の内容等を踏まえまして、計画の修

正したものを皆様方にご提示させていただきますのでよろしくお願い

いたします。 

 日程につきましては、後日調整させていただきますので、よろしく
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お願いいたします。以上です。 

山田会長 ありがとうございました。 

それでは、以上をもちまして、令和６年度第３回松戸市環境審議会

を終了いたします。長時間にわたり皆様お疲れ様でした。また、議事

進行にご協力いただきましてありがとうございました。司会を事務局

にお返しします。 

事務局 山田会長、ありがとうございました。 

以上を持ちまして、環境審議会を終了させていただきます。本日は、

ありがとうございました。  

 

以上 

 


